作成例（共同生活援助（介護サービス包括型）を行う場合）202503


運　営　規　程

○○○事業所運営規程

（事業の目的）
第１条　この運営規程は、○○法人○○が開設する○○○○（以下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）に基づく指定共同生活援助事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障害者（以下「利用者」という。）に対し、適正な指定共同生活援助を提供することを目的とする。

（運営の方針）
第２条　この事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居（サテライト型住居を含む。）において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
２　事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
３　サービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
４　事業の実施にあたっては、前３項のほか、関係法令等を遵守する。

（事業所の名称等）
第３条　事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
（１）　主たる事業所の名称：○○○
（２）　主たる事業所の所在地：横須賀市○○町○－○
（３）　共同生活住居の名称及び所在地
ア　共同生活住居１　△△：横須賀市○○町○－○
　　　　同上　サテライト型住居１　△△：横須賀市○○町○－○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○マンション○○号室
　　　　同上　サテライト型住居２　△△：横須賀市○○町○－○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○マンション○○号室
イ　共同生活住居２　○○：横須賀市○○町○－○
ウ　共同生活住居３　□□：横須賀市○○町○－○
＊　複数の共同生活住居を設置する場合には、主たる事業所及び各共同生活住居の名称、所在地を記載してください。
＊　サテライト型住居として設置する場合には、本体住居の次にサテライト型住居の名称、所在地を記載してください。

（職員の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
（１）管理者　１名（常勤職員）
　　　管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
（２）サービス管理責任者　○名（常勤職員）
サービス管理責任者は、障害特性や利用者の生活実態に応じ、個別支援計画の作成・評価及び支援を行うとともに、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。
（３）世話人　指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上
　　　世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
（４）生活支援員　指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例に規定する人員基準以上
生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

（主たる対象者）*主たる対象者の特定内容に応じて記載し、特定しない場合は省略できます。
第５条　事業所の主たる対象者は、以下のとおりとする。
身体障害者（肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、細分なしの別）
知的障害者
精神障害者
難病等対象者

（入居定員）
第６条　事業所の入居定員は、○人とする。　 ←指定共同生活援助の合計定員を記載
共同生活住居１　△△：○人　　　　　　してください。
同上　サテライト型住居１　△△：１人
同上　サテライト型住居２　△△：１人　 ← 複数の共同生活住居を設置する
　　　　共同生活住居２　○○：○人　　　　　　　　　場合は、各々定員を記載して
共同生活住居３　□□：○人　　　　　　　　　ください。
２　事業所は、前項の定員及びユニットの入居定員並びに居室の定員を遵守する。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、定員を超えて利用者を受け入れることができるものとする。

（指定共同生活援助の内容）
第７条　事業所は、利用者に対し、共同生活を営む住居において日常生活における相談支援、入浴、排せつ又は食事の介護、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整、余暇活動の支援等必要な介護、支援を行うものとする。

（利用者から受領する費用の額等）
第８条　事業者は、指定共同生活援助を提供したときは、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
２　事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、利用者から厚生労働大臣が定める費用の額の支払を受けるものとする。
３　事業者は、指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表１に定める。
４　事業者は、指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるものとする。この場合の利用料金等については、別表２に定める。
５　事業者は、第３項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
６　事業者は、第４項の規定により、金銭の支払を求めるときには、当該金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者の同意を得るものとする。
７　事業者は、第１項から第４項までの費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者に対し交付するものとする。

（サービス利用にあたっての留意事項）
第９条　サービスを利用するにあたって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

（緊急時等における対応方法）
第10条　従業者は、指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに主治医への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

（非常災害対策）
第11条　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
２　非常災害に備えるため、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。

（苦情への対応等）
第12条　事業所は、提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
２　事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
３　提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
４　提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
５　社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

（支援体制の確保）
第13条　利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。

[bookmark: _Hlk82790169][bookmark: _Hlk83113484]（虐待の防止のための措置に関する事項）
第14条　事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
（１）虐待の防止に関する責任者を選定し、及び設置すること。
（２）成年後見制度の利用を支援すること。
（３）事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
（４）利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

（感染症対策に関する事項）
第15条　事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

（業務継続計画の策定に関する事項）
第16条　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
２　事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
３　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

（その他運営に関する重要事項）
第17条　世話人等の従業者の資質向上のため研修（第14条に規定する利用者の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。）の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
（１）採用時研修　採用後○か月以内
（２）継続研修　　年○回
２　従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
３　事業所は、従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
４　事業所は、職員、設備、備品に関する記録を整備しておかなければならない。
５　事業所は、会計に関する記録（指定共同生活援助の提供に係る介護給付費に関するものに限る。）、及び利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する記録を整備し、当該指定共同生活援助を完結した日から５年間保存する。
６　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、○○法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附　則
この規程は、○年○月○日から施行する。

別表１（第８条第３項関係）
家賃、光熱水費、食料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る料金表
	種　類
	金　額

	家　賃
	共同生活住居１　△△：月○○○円
サテライト型住居１　△△：月○○○円
サテライト型住居２　△△：月○○○円
共同生活住居２　○○：月○○○円
共同生活住居３　□□：月○○○円

	光熱水費
	○○円

	食材料費
	○○円

	日用品費
	○○円

	○○○費
	実費

	○○○費
	○○円



別表２（第８条第４項関係）
直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当であるものに係る料金表
	種　類
	金　額

	○○○費
	実費

	○○○費
	○○円

	
	



＊　事業所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（「その他の日常生活費」）に該当する費用の額の支払を受ける場合は、その種類と額を記載してください。
「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には「実費」という形の定め方ができるが、「その他の日常生活費」として費用の額の支払を受ける場合には、平成18年12月６日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」を参照してください。

参考
○ 障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて
(平成18 年12 月6 日)
(障発第1 2 0 6 0 0 2 号)
（ 一部改正 障発0 3 3 0 第6 号）
（ 平成2 4 年3 月3 0 日）

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)障害者自立支援法による療養介護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A 型、就労継続支援B 型及び共同生活援助並びに施設入所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供に当たって、当該障害福祉サービス等に係る利用者負担額のほか、利用者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成1 8 年厚生労働省令第1 7 1 号)及び「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成1 8 年厚生労働省令第1 7 2 号)において規定されているところであるが、障害福祉サービス等において提供される便宜のうち、「日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの」(以下「その他の日常生活費」という。)の具体的な取扱いについて下記のとおり定めたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、平成1 8 年3 月3 1 日付け障発第0 3 3 1 0 1 8 号当職通知「特定費用の取扱いについて」は平成1 8 年9 月3 0 日限り廃止する。

記

1 「その他の日常生活費」の趣旨
「その他の日常生活費」は、利用者の自由な選択に基づき、事業者又は施設が障害福祉サービス等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。
なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの(利用者の贅沢品や嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものである。
2 「その他の日常生活費」の受領に係る基準
「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が、利用者から「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、次に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。

( 1 ) 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと。
( 2 ) 介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあやふやな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。
( 3 ) 「その他の日常生活費」の受領については、利用者に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。
( 4 ) 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。
( 5 ) 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、事業者又は施設の運営規程において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、当該事業者又は施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。
3 「その他の日常生活費」の具体的な範囲
( 1 ) 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用
( 2 ) 利用者の希望によって、教養娯楽等として日常生活に必要なものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用
( 3 ) 利用者の希望によって、送迎を事業者又は施設が提供する場合に係る費用（ 送迎加算を算定している場合においては、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に限る。）
4 留意事項
（１）　3 の( 1 )に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に利用者の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者の希望を確認した上で提供されるものをいう。
したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。
（２）3 の( 2 )に掲げる「教養娯楽等として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設が障害福祉サービス等の提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費、入浴に係る費用等が想定されるものであり、すべての利用者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。
5 「その他の日常生活費」と区別されるべき費用の取扱い
預り金の出納管理に係る費用については、「その他の日常生活費」とは区別されるべき費用である。
預り金の出納管理に係る費用を利用者から徴収する場合には、
（１） 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること、
（２）適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること、
（３）利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること
等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となる。
また、利用者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められないものである。
預り金の出納管理に係る費用のほか、「その他の日常生活費」と区別されるべき費用としては、利用者個人の希望による嗜好品、贅沢品の購入に係る費用、障害者支援施設における入退所時の送迎に係る費用などが考えられる。
6 利用者等に金銭の支払を求める場合の考え方
障害福祉サービス等の提供に要する費用として介護給付費等に含まれるものについては、利用者から徴収することはできない。介護給付費等の対象に含まれない費用については、利用者から金銭を徴収することが可能とされている。
また、利用者から金銭を徴収することができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限られるものである。金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者の同意を得なければならないものである。




